
 

 

平成２０年度事業活動概況 
 

 

１ 電子申告制度の利用促進及び税理士用電子証明書の取得推進について 

平成２０年９月、ＩＴ戦略本部より公表された「オンライン利用拡大行動計画」を受けて、同年

１１月に「レベル５（ｅ－Ｔａｘで顧客の申告・納税を行う）を達成した会員は、全ての顧客の申

告・申請をｅ－Ｔａｘで行う」という自主的な新目標を策定するとともに、平成２１年１月には「税

理士のための電子申告Ｑ＆Ａ」を改訂し、その要約版を全会員に配布、全文をホームページに掲載

し、電子申告の利用促進に努めた。 

また、国税庁に電子申告制度の改善を要望し、①メッセージボックスの情報量増加及び削除機能、

②ｅ－Ｔａｘに登録している電子証明書のオンラインによる更新、③確定申告書等作成コーナーに

おける税理士、納税者によるダブル署名などの改善を実現した。 

さらに、ｅ－Ｔａｘ受付時間に関するアンケートを実施し、その結果をもって、国税庁に受付時

間の拡大を要望した結果、平成２１年より５月末の受付時間の延長措置が講じられることとなった。 
本会電子認証局が発行した第一世代の税理士用電子証明書（ＩＣカード）について、その有効期

限の到来に伴う更新を平成２０年４月１日から順次行った。なお、第二世代のＩＣカードには、登

録番号を記録したバーコードを印刷しており、今後、税理士会における研修受講記録の管理等への

利用拡大が見込まれる。 
 

２ 税務支援制度の再構築及び国税当局からの受託事業について 

平成１９年、国税当局からの税理士業務に係る受託事業のうち「確定申告期における電話相談の

集中化」及び「相談会場における税務相談（いわゆる無料相談）」については、競争性のある随意契

約である公募方式により入札が実施されることとなったことから、現行の税務支援制度の抜本的な

見直し及び新たな支援体制の構築について検討し、税務支援事業を税理士会が独自で主体的に実施

するもの（独自事業）、国又は地方公共団体が委託者となる税理士業務に係る事業を税理士会が受託

して実施するもの（受託事業）、国、地方公共団体から納税者を指導する事業を実施するために補助

金等の交付を受けている団体等との協議に基づき実施するもの（協議派遣事業）に明確化した。こ

れに伴い関連する規則及び細則の整備を行った。また、独自事業の実施に関する具体的な事項を定

めた実施要領について検討した。 
 

３ 税理士法改正に向けた対応について 
平成１３年の税理士法改正から既に８年余りが経過し、この間、本会制度部において、次なる税

理士法改正に向けた検討を継続的に行ってきた。 
制度部では、平成２０年３月２１日付で提出した「税理士法改正要望項目（タタキ台）」の具申に

ついて、同年６月４日付でその再検討が諮問されたことから、各税理士会の意見を参考にしつつ更

なる検討を進め、「税理士の資格取得制度、あるべき試験制度」、「新たな意見聴取制度に基づく書面

提出制度の新設」、「税理士の信頼性の確保」など１１項目からなる答申を取りまとめ、平成２１年



 

 

３月１８日付で提出した。 
 正副会長会では、この答申を踏まえ、税理士法改正の方向性について集中的な議論を行い、対応

していくこととしている。 

 

４ 会員のための税務相談体制の構築について 

税理士会員を対象とする税務相談体制の整備を図るため、財団法人日本税務研究センター（日税

研）及び全国税理士共栄会（全税共）と協議を重ねた結果、本会の主催、日税研の運営、全税共の

支援による「税務相談室」を設置することとし、平成２０年７月１６日から運用を開始した。 
 

５ 規制改革等への対応について 

 平成２０年３月に閣議決定された「規制改革推進のための３か年計画」（改定）において、資格者

法人の設立要件緩和の検討が盛り込まれたことを受け、一人法人制度の創設、社員の無限連帯責任

の見直し、社員資格の拡大等の論点を中心に検討を進めた。平成２０年７月に規制改革会議より税

理士法人の設立要件緩和に関する意見聴取の要請があり、税理士法人については制度の立法趣旨に

照らし現行を維持することが適切であるとの見解を述べた。 

 また、同３か年計画において平成２０年度中の措置が求められていた資格者に関する実務実績等

の情報開示の推進への対応については、国民の利便性に資する観点から、原則として全ての税理士

及び税理士法人について、氏名、名称や事務所所在地などの基本的な登録情報を本会ホームページ

に公開する「税理士情報検索サイト」を構築することとし、会則をはじめとする関連規定を整備し

たうえで、平成２１年３月２４日から運用を開始した。 
 このほか、司法制度改革に関して、自民党司法制度調査会に出席し関係情報の収集を行ったほか、

法曹養成制度改革及び法曹人口の拡大が税理士制度に及ぼす影響について検討を行った。平成２０

年４月及び７月に、法務副大臣及び規制改革会議による法曹人口拡大等に関する意見聴取がそれぞ

れ行われ、弁護士の増員に伴い必ずしも税務専門家としての資質の検証を受けていない者が税理士

業務を行うことについて問題提起した。 

 なお、平成２１年３月３１日に新たな「規制改革推進のための３か年計画」（再改定）が閣議決定

されたことから、税理士法人の一人法人化、社員の無限連帯責任の見直し、社員資格の拡大等につ

いて、引き続き規制改革会議の動向を注視していく必要がある。 

 

６ 会計参与制度の普及推進及び「中小企業の会計に関する指針」の普及、定着について 

（１）会計参与制度の普及推進について 

 会計参与制度の普及推進を図るためには、中小企業団体、金融機関、関係官庁等との連携が必須

であり、中小企業庁、金融庁及び全国銀行協会を訪問し、制度普及に向けた協力依頼を行った。 

また、会計参与に就任する会員の業務水準の確保及び税理士会における講師の養成等を目的とし

て、「会計参与制度実務研修会」を東京都・大阪市・福岡市の３会場で開催した。 

 さらに、会計参与就任会員の実態を把握するため、税理士資格証明書取得者に対するアンケート

調査を実施し、その結果を公表した。 



 

 

 このほか、会計参与就任会員の支援を目的に相談窓口の設置等について検討を進めた。 

（２）「中小企業の会計に関する指針」の普及、定着について 

「「中小企業の会計に関する指針」作成検討委員会（本会、日本公認会計士協会、日本商工会議所

及び企業会計基準委員会で構成）」において、企業会計基準委員会から公表された企業会計基準第１

５号「工事契約に関する会計基準」に対応した改正審議を行い、平成２１年版指針として同年４月

に公表した。 

 

７ 書面添付制度の普及、定着について 

昨年度に引き続き、国税庁との協議会及びワーキングパーティーを開催し、書面添付制度の一層

の普及、定着に向けての協議・検討を行い、「書面添付制度の普及・定着について」（平成２０年６

月１３日合意事項）に基づき、添付書面作成に当たっての指針として「添付書面作成基準（指針）」

を取りまとめ公表した。 

 

８ 新公益法人制度への対応について 

 公益法人制度改革関連三法が平成２０年１２月１日に施行されたことから、同法に基づく新しい

公益法人制度の周知及び同制度の普及啓発員を養成することを目的として、同年４月１６日に研修

会を開催した。 

 また、公益活動専用ホームページ「税理士パブリックサークル」上で制度の周知に努めた。 

 

９ 登録政治資金監査人への税理士就任の推進について 

 平成２１年１月の政治資金監査制度の開始に向け、登録政治資金監査人制度の周知及び政治資金

監査人業務の円滑な遂行に資することを目的として、平成２０年８月２５日に政治資金監査人制度

に関する基礎研修を、同年１１月１０日に政治資金監査マニュアルを用いた実務研修をそれぞれ実

施した。 

 
１０ 税制改正への対応について 

税制改正への対応については、各税理士会から提出のあった税制改正意見を、公平な税負担、理

解と納得のできる税制、必要最小限の事務負担、時代に適合する税制、透明な税務行政の５つの基

本的視点から検討し、「平成２１年度・税制改正に関する建議書」として取りまとめ、これを財務省・

国税庁・総務省自治税務局等関係行政機関に提出するとともに、日本税理士政治連盟と連携して各

政党への働きかけを行った。 

その結果、平成２１年度税制改正では、建議項目中、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係る消費税の取扱い、役員給与に係る業績悪化改定事由の明確化、中小企業等に対する軽減税率の

引下げ、中小企業等の欠損金の繰戻し還付の復活、取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予

制度の創設等について、その一部又は全部が実現したほか、特殊支配同族会社の役員給与の損金不

算入規定、相続税の課税方式、少子化対策税制の創設、金融所得課税の一体化等については、与党

税制改正大綱において今後の検討事項として取り上げられることとなった。 



 

 

また、相続税の課税方式の見直しについて財務省主税局と意見交換会を実施したほか、平成２０

年８月には全国１５税理士会と同省主税局との間で意見交換会が実施された。 

さらに、一般納税者に対して税理士業界の建議活動を浸透させるべく、対外広報活動に関する施

策の一環として、日刊紙に税制改正に関する意見広告を掲載した。 

 
１１ 税理士の資質の向上及び研修制度の拡充に向けた対応について 

税理士の資質の向上を図るため施策として、業務水準の向上と専門家責任の完遂を目的とした小

冊子「税理士の専門家責任を実現するための１００の提案」を発行し、全会員に配布した。 
全国の税理士会員により多くの研修受講機会を提供するため、研修制度の更なる充実に努めると

ともに各種研修を企画実施した。 
（１）税理士研修制度の充実に関する事項 
研修の受講努力目標（１年間３６時間）達成率の向上及び受講状況の把握の徹底等を目的として

受講管理システムを導入した。 
また、研修の種類及び研修科目の明確化、研修の受講形態の多様化及び受講機会の拡充、受講記

録の管理保存の電子化に対応するため、○○税理士会研修細則（準則）及び運用指針を改正した。 
（２）全国統一研修会に関する事項 
 全国統一研修会を全国９３会場で実施した。併せて、当該研修会の内７会場の研修内容を収録し、

ＣＤ－ＲＯＭに編集をして全国の税理士会及び支部に配布した。 
（３）登録時研修に関する事項 
 税理士登録後１年以内の会員（未受講会員を含む）を対象とした登録時研修を全国２１会場（１

会場当たり３日間）で実施した。 
（４）マルチメディア研修に関する事項 
 全国の税理士会員に対し、同時にかつ迅速に情報を伝える研修方法として、インターネットを利

用したマルチメディア研修を、「平成２０年度税制改正」、「中小企業経営承継円滑化法の概要」及び

「書面添付制度」をテーマとして計３回実施した。 
 また、これまで期間を限定して配信していたマルチメディア研修を年間配信（常時配信）するた

めの研修ホームページを開設し、会員に対する受講機会の拡充に努めた。なお、ホームページ掲載

研修には、「研修認識番号」を挿入しており、会員が当該番号を受講管理システムに入力することで

自動的に受講時間に算入できるようにし、受講を確認できるようにした。 
 

１２ 税理士の綱紀の保持、品位の向上及び職業倫理の高揚について 

綱紀監察担当の役員・委員がその指導に当たる際の参考にし、会員の綱紀保持や非違行為の未然

防止を図ることを目的として、「綱紀監察関係資料集」を改訂し発行した。 

また、非違行為を行った会員に対し、財務大臣による業務の禁止及び停止の懲戒処分がなされた

ことから、会報「税理士界」に綱紀粛正の徹底を求める記事を掲載するとともに、確定申告期には、

非税理士行為及び名義貸し行為を未然に防止するよう記事を掲載して周知を図った。 

 



 

 

１３ 対外広報の強化について 

対外広報については、あらゆる機会を捉え、国民・納税者に税理士制度への理解を深めるための

ＰＲ活動を行った。 

パブリシティー活動については、税制改正建議、理事会報告等について年間９回のプレスリリー

スをマスコミに配信したほか、国税庁記者クラブへの記者会見を行った。 

所得税確定申告期においては、①釈由美子をモデルとしたテレビＣＭを制作し、本会ホームペー

ジで配信したほか、各税理士会にＶＴＲを無償配布した。②釈由美子のナレーションによるラジオ

ＣＭを制作し、平成２１年２月に全国放送したほか、各税理士会に音声データを無償配布した。③

同年２月１４日にＮＨＫの生活情報番組において広告テロップの放映等により電話相談をＰＲし、

本会広報部委員等２５人が担当し、８９３件の無料電話相談に応じた。④その他、専門紙への広告

掲載等、対外広報活動を推進した。 

ホームページについては、利便性のより一層の向上を図るためリニューアルしたほか、年間８９

件の情報を更新した。平成２０年度アクセス件数はトップページ５６８，１７３件、全体で２，１

１０，１０１件に上った。 

このほか、平成２０年１１月１１日付日本経済新聞朝刊への税制改正建議をテーマとした全面広

告の掲載、平成２１年３月１１日付読売新聞朝刊への税理士業務のＰＲを目的とした広告の掲載、

全国統一ポスター・パンフレット「やさしい税金教室」・リーフレット「Ｗｈａｔ’ｓ税理士」等対

外広報ツールの作成等を行った。 

 

１４ アジア・オセアニアタックスコンサルタント協会（ＡＯＴＣＡ）への支援について 

 ＡＯＴＣＡの事業計画に基づき、会報「ＡＯＴＣＡジャーナル」第２７号及び第２８号を編集、

発行したほか、平成２０年１１月に上海市で開催された第１６回役員会及び第８回定時総会の事務

運営を担い、ＡＯＴＣＡ活動を全面的に支援した。 

 また、ベトナム税理士会が設立されたことを受け、同税理士会との交流を図るとともにＡＯＴＣ

Ａへの加盟を勧奨した。 

 さらに、モンゴル税理士会との懇談会を開催し、モンゴルにおける税理士制度の発展のために協

力することとし、友好協定の締結に向けて準備を進めていくことを確認した。 

 
１５ Ｊ－ＳａａＳへの対応について 

経済産業省では、中小企業の会計力・経営力の向上と電子申請の活用を促進するため、主に従業

員数２０人以下の小規模企業を対象として、財務会計などのバックオフィス業務から電子申請まで

を一貫して行える、各種アプリケーションのオンラインサービス「中小企業向けＳａａＳ活用基盤

整備事業（Ｊ－ＳａａＳ）」を官民が連携して構築・普及することとし、平成２１年３月３１日から

その運用を開始した。 
本会では、平成２０年９月、Ｊ－ＳａａＳへの所要の対策を講じるため、「中小企業向けＳａａＳ

活用基盤整備事業」プロジェクトチームを設置し、同省のシステム開発関連会議及び外部審査委員

会に参画するなどして情報を収集する一方、税理士法違反を惹起しないよう当該システムの内容確



 

 

認に努めた。 
また、同省から、Ｊ－ＳａａＳに関する研修の実施や全会員へのパンフレットの配布について協

力依頼があったことから、Ｊ－ＳａａＳの概要や基礎知識などの情報を逸早く全国の会員に周知す

るため、これに協力した。 

 
 

（注）本事業活動概況においては、事業年度終了後、総会議案書作成の日までに生じた重要事項に

ついても記述している。 

 
 
 


